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表中の略称とマークの意味

■｢保｣＝認可保育所(保育を行う施設)／｢認｣＝認定こども園(教
育･保育を一体的に行う施設)／｢小｣＝小規模保育(３歳未満児
が対象。定員６〜19人の少人数保育)／｢事｣＝事業所内保育
(事業所内で地域の３歳未満児も保育する施設)

■｢★｣＝３歳を迎えた年度で卒園する施設／｢▲｣＝入所に年齢
制限のある施設／｢■｣＝来年４月開園に向けて準備中の施設
／｢□｣＝来年４月に認可保育所から移行予定の施設　

■表右の｢●｣は実施あり、｢※｣印付きは他園児童の利用不可



13　広報あきた　2020年10月16日号

　令和３年度、12ページの表の保育施設
へお子さんの入所を希望されるかたの申請
を11月２日(月)から受け付けます。申請の
際、世帯全員の個人番号(マイナンバー)を
確認できる書類(通知カードなど)と、申請
者の身分証明書(顔写真のついたものなど)
が必要です。
　なお、12月以降も施設の空き状況に応じ
て受け付けます。詳しくは市ホームページ
をご覧ください。◆広報ID番号1026268

問い合わせ▶子ども育成課☎(888)5692

◆幼児園への入所をご希望のかたは、お住まいの
小学校区にある下記の幼児園へお問い合わせく
ださい。

　　■金足西幼児園(対象▶０歳児〜)☎(873)2152　
　　■上新城幼児園(対象▶６か月〜)☎(870)2645　

◆幼稚園、認定こども園(教育部分)へ入園希望の
かたは、各施設へ直接お申し込みください。

入所初日に秋田市に住民票があり、保護者
が次の理由でお子さんを保育できない場合
(入所は生後８週を経過してから)
▶保護者(父、母)が１日４時間以上かつ週４
日以上就労または就学している場合 

▶母親が妊娠中か出産後間もない場合(入所
期間は出産予定日の前後各８週の期間内) 

▶保護者に病気や障がいがある場合、また
は病気のかたか障がい者を常時介護して
いる場合　など

＊現在妊娠中で、産休･育休を取得後、令和４年３
月末までに職場復帰されるかたも仮申込ができ
ます。

＊就労証明書などは、市ホームページからもダウ
ンロードできます。

▶子ども育成課▶8:30〜17:15
…11月２日(月)から６日(金)までは19:00

まで受け付けます
▶各市民サービスセンター(中央･東部･南部
別館を除く)▶8:30〜17:15

▶子ども未来センター▶9:00〜18:00
▶各公立保育所▶8:30〜17:00

◆広報ID番号は市ホームページ画面上でのページ検索の際
に入力してください
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申請用紙の配布場所　
▶子ども育成課(市役所２階)
▶子ども未来センター(アルヴェ５階)
▶各市民サービスセンター
 (中央･東部･南部別館を除く)
▶各公立保育所(６か所)
申請用紙と一緒に提出する書類
▶父母の就労証明書など、保育理由となる
証明書類

▶世帯の状況により、課税証明、戸籍謄本、
生活保護受給証明、幼稚園在籍証明など　

★申請に必要な書類を来庁前に確認できます
　インターネットサービス｢秋田市くらし
の手続きガイド｣では、画面に従いチェッ
ク項目を入力することで、保育所入所申請
時に必要な書類を来庁前に確認できます。
　市ホームページのトップ画面からアクセ
スしてください。下記アイコン(画面上は青
色)が目印です。保育所ページは10月21日
(水)からご覧になれます。

申請期間

11月２日(月)

期間中の平日に受け付けます

▼

　　 30日(月)

令和３年度

保育施設への

入所申請が始まります


